
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」実施中 

熱中症予防対策の徹底を図りましょう！ 

 

 千葉労働局（局長：高橋秀誠）では、本年 5月 1日から 9月 30 日の間、「STOP！熱中症 クール

ワークキャンペーン」を展開し、熱中症の予防を広く呼びかけているところです。 

 本年は、関東地方は 6月 29 日頃に梅雨明けし、千葉県下では連日 35 度前後の気温が続いていま

す。全国的には熱中症による死亡が多く発生しているところです。 

 7 月 30 日現在、当局にはこの夏の熱中症による労働災害は報告されていませんが、これから 1

か月は 1年で最も暑い時期となることから、事業者、労働者がそれぞれ熱中症にならないよう取り

組むことが強く求められます。 

 熱中症は重症化することが多く、命に係わる疾病です。こまめな休憩を取り、水分・塩分を十分

に摂取するなどして、予防を徹底していきましょう！ 

 

＜キャンペーンの概要＞ 

１ キャンペーン実施期間：平成 30 年 5 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日（キャンペーン期間） 

 

２ 期間中の実施事項 

○暑さ指数（気象庁ＨＰ等参考）を下げるための設備の設置・休憩場所の整備（涼しい休憩室

の設置、エアコン、扇風機、通風等） 

○涼しい服装 

○作業時間の短縮（作業の中止、こまめな休憩） 

○水分、塩分の摂取（喉が渇いていなくても定期的に積極的に摂取） 

○健康状態の確認（各自が睡眠不足、体調不良、前日の飲み過ぎに注意し、朝食を取る。管理

者はこれらの状況を確認。労働者も互いの健康状態を確認） 

 

＊添付資料：「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット 
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